
所得税などの確定申告は
税務署
確定申告書の作成・提出

所得税などの確定申告は、前年（令和７年１月１日～１２
月３１日）の１年間に生じた全ての所得の金額とそれに対
する所得税などの額を計算し、源泉徴収された税金や予定
納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
３月１６日（月）までに、申告・納付をお願いします。

i東村山税務署☎０４２（３９４）６８１１

ご注意ください
◆確定申告会場への入場にはオンライン事前予約が必要
国税庁L

ライン

INE公式アカウントを事前に友だち追加して手続きを行うことにより、事前予約がで
きます。
当日、会場でも入場整理券を配付しますが、当日入場整理券の配付が終了しだい、事前予約の
方以外の受付を締め切ります。詳しくは、国税庁hをご覧ください。
◆ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した方へ
医療費控除などの各種控除を受けるために確定申告や市民税・都民税の申告をする場合、ふる
さと納税のワンストップ特例分を含むすべての寄附金額を申告する必要があります。

手書きで作成
確定申告書は、国税庁hでダウンロードできるほか、東村山税務署で配布しています。

郵送で提出
作成した確定申告書を、東村山税務署へ送付
郵送先〒１８９－８５５５　東村山市本町１－２０－２２　東村山税務署　宛

会場での作成・提出
◆申告書作成会場開設日
確定申告の申告期間中、申告書作成会場を開設しています。
d２月１６日（月）～３月１６日（月）の平日　午前８時３０分～午後４時（提出は午後５時まで）
b東村山税務署

◆日曜日の申告書作成会場開設日
d３月１日（日）　午前８時３０分～午後４時
b武蔵野税務署
※国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はできません。

ー共　通ー

eマイナンバーカード（右下図◦参照）、スマートフォンまたはタブレット端末、源泉徴収票
などの申告書作成に必要な書類

ホームページで作成・提出 ３月１６日（月）まで
確定申告書等作成コーナーh（右図QRコード）を利用すると、金額を入力するだけで自動計
算により申告書を作成することができます。
作成した申告書は、マイナンバーカード（右下図◦参照）と、パソコンにつなげ
るICカードリーダーまたはマイナンバー読み取り対応のスマートフォンを使用
して提出できます。詳しくは、hのご利用ガイド（作成の流れ）をご覧ください。

市民税・都民税の申告は
市役所

市民税・都民税（住民税）は、前年（令和７年１月１日～
１２月３１日）の所得をもとに、令和８年１月１日現在に居
住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なりま
す。申告書は住民税の計算のための大切な資料となります
ので、３月１６日（月）までに、ご提出ください。

i税務課市民税担当☎０４２（３４６）９５２２・９５２３

１　申告に必要なもの

２　申告の方法

郵送先

１.  申告書
昨年中に令和７年度市民税・都民税申告書を提出した方には、１月２３日（金）に発送予定
です。
申告書がお手元にない方は、小平市h（右下図QRコード）からダウンロードするか、お
問い合わせください。

２.  マイナンバーが分かるもの
マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載がある住民票の写しなど

３.  本人確認書類
運転免許証、資格確認書、年金手帳などから１点
※�市が送付した、フリガナ・住所・生年月日が印字された申告書を利用する場合、または
マイナンバーカードを提示する場合は、本人確認書類は不要です。

４.  前年中の収入状況が分かるもの
給与または公的年金等の源泉徴収票
それ以外の所得のある方は収入金額と必要経費の分かる書類

５.  控除を受けるための必要書類
▷社会保険料の領収書（国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療保険・介護保険など）
▷生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の控除証明書
▷障害者手帳、障害者控除対象者認定書
▷医療費のお知らせ、医療費控除の明細書など
※申告書、申告の手引き、よくある質問など、詳しくは小平市hをご覧ください。

郵送で提出

上記「申告に必要なもの」を全てそろえて、下記会場にお越しください。

会場での提出

申告書に必要事項を記入し、上記「申告に必要なもの」を添付して郵送してください（申告書
を除き、写し（コピー）の提出をお願いします）。
※提出された書類の返却はできません。
郵送先〒187－8701　小平市小川町 2－1333　小平市役所　税務課市民税担当　宛

電子での作成・提出

市民税・都民税の電子申告
令和８年度（令和７年中の所得）の申告より、e

エ ル タ ッ ク ス

LTAX（地方税ポータルシステム）
から、マイナンバーカードを利用して市民税・都民税に関する申告ができるよう
になりました。
詳しくは、小平市h（右図QRコード）をご覧ください。

とき ところ
2月１３日（金）までの平日
午前 ８時３０分～午後 ５時 税務課（市役所 ２階）

2月１６日（月）～ ３月１６日（月）の平日
午前 ９時～１１時３０分
午後 １時～ ４時 市役所 ２階２０１会議室

【臨時窓口】 ２月２８日（土）
午前 ９時～１１時３０分

税の申告のフローチャート
市民税・都民税申告や確定申告が必要かどうかは、前年の収入状況などによります。
下図フローチャートを参考に、ご自身の収入状況などと照らし合わせ、ご確認ください。

市民税・都民税の申告が
必要かのチェック項目

□
国民健康保険、後期高齢者医療保険
に加入している、または介護保険を
利用している

□ 非課税証明書が必要

□ 保育料の算定、各種手当の受給、助
成・免除などの申請を予定している

収入がある方の市民税・都民税の申告が
必要かのチェック項目

□
給与収入のみで「給与支払報告書」
が勤務先から小平市に提出されてい
る（※ ２）

□
公的年金等の収入が４００万円以下で
追加する控除がない（医療費控除や
扶養控除など）（※ ２）

□
同一世帯の親族の税法上の扶養親族
となっていて、前年中の合計所得が
４５万円以下（※ ３、※ ４）

※ ２　�給与所得、公的年金等の源泉徴収票
に記載のない控除を追加する方で、
所得税の確定申告をしない方は、市
民税・都民税申告が必要です。

※ ３　�非課税証明書に金額などの記載が必
要な方は、市民税・都民税申告が必
要です。

※ 4　�後期高齢者医療保険料の軽減や、限
度区分の判定のために、市民税・都
民税申告が必要な場合があります。
詳しくは、保険年金課（☎０４２（３４６）
９５３８）へお問い合わせください。

確定申告が必要かのチェック項目

給
与
収
入
が
主
な
方

□
年末調整を受けていない給与収入がある（例：
中途退職、アルバイト、給与収入２,０００万円超
の方など）

□
勤務先は １つであり、年末調整は受けたが、給
与・退職所得以外の所得の合計額が２０万円を超
えている

□
勤務先が複数あり、年末調整されていない給与
収入と、給与・退職所得以外の所得の合計額が
２０万円を超えている

公
的
年
金
収
入
が

主
な
方

□ 公的年金等（※ １）の収入額が４００万円を超え
ている（障害年金・遺族年金・傷病年金を除く）

□
公的年金等（※ １）の収入額は４００万円以下だ
が、それ以外の所得の合計額が２０万円を超えて
いる

※ １　�公的年金等とは、その全部が源泉徴収の対象となる年
金です。

そ
の
他

□ 事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、
所得税を納める必要がある

□ 純損失、雑損失、または上場株式等に係る譲渡
損失が生じ、その繰越控除などを受ける

□
確定申告をすることで、所得税の還付を受けら
れる方（例：源泉徴収されている収入に医療費
控除などの控除を追加するなど）

令和 ７年 １月 １日から１２月３１日までに収入がある

障害年金や遺族年金、傷病手当金などの非課税所得
以外の収入がある

申告不要

スタート

はい

はい

いいえ

いいえ

該当しない

該当しない

1つでも
が入った

1つでも
が入った

該当しない

税務署で確定申告が不要と言われ、確定申告をしない

マイナンバーカードを利用して確定申告書などを作成・提出する際には、
以下のパスワードが必要です。

▷利用者証明用電子証明書（数字４桁）
▷署名用電子証明書（英数字６文字以上１６文字以下）

パスワードが分からない場合は、再設定が必要です。
小平市h（右図QRコード）から再設定手続きの予約をして
ください。

◦マイナンバーカード利用時には
　パスワードが必要です

税理士に無料で相談のうえ、確定申告書を作成・提出することができます。
d２月３日（火）〜６日（金）　午前９時３０分〜午後３時３０分　b福祉会館３階第１〜４集会室
t年金受給者、給与所得者および小規模納税者
　※小規模納税者とは、事業・不動産・雑所得の所得金額が３００万円以下の方です。
　※土地、建物、株式などの譲渡所得がある方は、税務署にご相談ください。
e�マイナンバーカード（右図◦参照）、スマートフォンまたはタブレット端末、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
m相談実施日の３日前の午後4時までに、申込み専用サイト（右図QRコード）へ
　※電話での受付は行っていません。詳しくは、h（右図QRコード）をご覧ください。
h東京税理士会東村山支部
i東村山税務署個人課税１部門☎０４２（３９４）６８１１（自動音声で２番を選択）

福祉会館での税理士による無料申告相談

1つでも
が入った

令和８（２０２6）.1.205 4◇�市報が届かないなどの配布のお問い合わせは、（株）小平広告（☎０１２０（９４４）９００）へ（平日の午前
9時〜午後5時）。配布方法、配布場所の詳細は、小平市h（右図QRコード）からご覧になれます。

電子申請一覧
（申込みフォーム）

市民税・都民税申告の記入方法や課税・非課税証明書の
取得方法などを動画で紹介しています。詳しくは、小平
市h（右図QRコード）をご覧ください。


